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平
成
十
一
年
二
月
二
十
二
日
に
提
出
し
た
「
質
問
第
一
一
号
ダ
ム
事
業
に
伴
う
生
活
再
建
関
連
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意 

書
」
（
以
下
「
質
問
第
一
一
号
」
と
い
う
）
に
対
し
、
政
府
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
九
日
付
け
で
内
閣
衆
質
一
四
五
第
一
一
号 

 
 

の
答
弁
書
（
以
下
「
答
弁
第
一
一
号
」
と
い
う
）
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
答
弁
内
容
に
不
明
瞭
な

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
再
度
以
下
の
質
問
を
す
る
の
で
、
誠
実
な
答
弁
を
求
め
る
。 

一 

「
質
問
第
一
一
号
」
で
は
、
ダ
ム
事
業
等
に
関
す
る
総
点
検
、
及
び
公
共
事
業
再
評
価
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
ダ
ム
建
設
事
業

等
の
再
評
価
に
お
い
て
、
ダ
ム
事
業
が
中
止
又
は
休
止
に
な
っ
た
場
合
、
中
止
又
は
休
止
の
措
置
後
も
、
「
代
替
地
の
造
成 

 

計
画
に
基
づ
い
て
造
成
工
事
を
進
め
る
こ
と
」
、
「
水
没
予
定
地
の
人
々
と
の
移
転
同
意
の
協
定
に
基
づ
い
て
補
償
を
行
う 

こ
と
」
、
「
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
に
よ
る
ダ
ム
指
定
に
基
づ
い
て
水
源
地
域
事
業
を
進
め
る
こ
と
」
、
「
提
示
し
た 

 
 

生
活
再
建
計
画
に
基
づ
い
て
生
活
再
建
事
業
を
進
め
る
こ
と
」
な
ど
の
可
能
性
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
を
質
問
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
答
弁
第
一
一
号
」
で
は
、
今
ま
で
中
止
又
は
休
止
の
措
置
を
と
っ
た
ダ
ム
事
業
で
は
、
そ
の
よ
う 

 
 

な
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
事
業
が
進
捗
し
て
い
る
事
例
が
な
い
の
で
、
「
現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な
い
」
と
い 

う
答
弁
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
総
点
検
及
び
再
評
価
に
お
い
て
中
止
又
は
休
止
の
決
定
を
行
う
ダ
ム
事
業
は
、
「
代
替 

ダ
ム
事
業
に
伴
う
生
活
再
建
関
連
事
業
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

一 

 



 

三 

「
答
弁
第
一
一
号
」
で
は
、
今
ま
で
の
総
点
検
及
び
再
評
価
の
結
果
で
は
、
該
当
す
る
事
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
「
提
示 

二 

ダ
ム
事
業
の
総
点
検
及
び
再
評
価
で
は
、
治
水
・
利
水
の
両
面
に
お
い
て
事
業
継
続
の
必
要
性
や
費
用
対
効
果
と
い
う
点

か
ら
中
止
又
は
休
止
の
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
事
業
が
進
捗
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
事
業
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
は
問

題
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
快
に
示
さ
れ
た
い
。 

地
の
造
成
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
事
業
」
、
「
水
没
予
定
地
と
移
転
同
意
の
協
定
が
結
ば
れ
て
い
な
い
事
業
」
、
「
水 

 
 

源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
に
よ
る
ダ
ム
指
定
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
業
」
、
「
生
活
再
建
計
画
を
提
示
し
て
い
な
い
事
業
」 

 

な
ど
、
事
業
の
進
捗
が
入
口
段
階
に
あ
る
ダ
ム
事
業
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
結
果
を
示
し
て
い
る
。 

今
ま
で
実
施
し
た
総
点
検
及
び
再
評
価
で
各
ダ
ム
事
業
の
中
止
又
は
休
止
の
措
置
を
決
め
る
に
当
た
り
、
「
代
替
地
の
造 

成
計
画
の
有
無
」
、
「
水
没
予
定
地
の
人
々
と
の
移
転
同
意
協
定
の
有
無
」
、
「
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
に
よ
る
ダ
ム 

 
 

指
定
の
有
無
」
、
「
生
活
再
建
計
画
の
提
示
の
有
無
」
な
ど
の
事
業
の
進
捗
状
況
は
、
中
止
又
は
休
止
の
措
置
を
決
め
る
に 

 

当
た
っ
て
の
判
断
材
料
に
な
っ
て
い
る
か
。
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
中
止
又
は
休
止
の
措
置
を
決
め
る
に
当
た
っ
て

ど
の
程
度
の
判
断
材
料
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
、
事
業
の
進
捗
状
況
と

中
止
、
休
止
の
判
断
は
無
関
係
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
か
。 

二 

 



 

四 

「
答
弁
第
一
一
号
」
の
四
に
よ
れ
ば
、
中
止
又
は
休
止
ダ
ム
等
事
業
に
お
い
て
、
付
替
道
路
を
道
路
事
業
と
し
て
継
続
す

る
旨
の
判
断
が
行
わ
れ
た
と
あ
る
。 

2 

以
下
の
よ
う
な
進
捗
状
況
で
事
業
が
中
止
又
は
休
止
と
な
っ
た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
、
検
討
の
上
、
明

確
に
示
さ
れ
た
い
。 

1 

こ
の
事
例
の
ダ
ム
事
業
名
、
付
替
道
路
の
規
模
、
事
業
費
、
進
捗
状
況
、
ま
た
道
路
事
業
と
し
て
継
続
す
る
に
当
た
っ

て
の
予
算
措
置
の
方
法
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

し
た
生
活
再
建
計
画
に
基
づ
い
て
生
活
再
建
事
業
を
進
め
る
こ
と
」
な
ど
の
可
能
性
を
「
現
時
点
で
は
検
討
し
て
い
な 

 
い
。
」
と
い
う
答
弁
で
あ
っ
た
。
水
没
予
定
地
住
民
に
と
り
、
移
転
な
ど
生
活
の
再
建
は
、
基
本
的
人
権
に
通
じ
る
重
要
な 

 

問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
該
当
す
る
事
例
が
出
て
か
ら
検
討
を
行
う
の
で
は
、
甚
だ
場
当
た
り
的
で
問
題
が
あ
る
。
基
本
的
人

権
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
点
に
関
し
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

ア 

代
替
地
の
造
成
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
場
合 

イ 

水
没
予
定
地
の
人
々
と
の
移
転
同
意
の
協
定
が
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
協
定
に
基
づ
い
て
補
償
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
場
合 

三 

 



 

 

四 

ウ 

水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
に
よ
る
ダ
ム
指
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
水
源
地
域
整
備
事
業
を
進
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合 

五 

総
点
検
及
び
再
評
価
を
進
め
る
際
、
ダ
ム
事
業
に
伴
う
生
活
再
建
関
連
事
業
へ
の
対
応
が
事
前
に
明
ら
か
で
あ
る
場
合 

と
、
不
明
で
あ
る
場
合
と
で
、
関
係
住
民
の
ダ
ム
事
業
に
対
す
る
考
え
方
は
影
響
を
受
け
る
と
思
う
が
政
府
の
見
解
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

「
答
弁
第
一
一
号
」
の
八
に
お
い
て
「
中
止
又
は
休
止
の
ダ
ム
事
業
に
お
い
て
生
活
再
建
に
係
る
措
置
を
提
示
し
て
い
る

事
例
は
な
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
平
成
九
年
度
に
休
止
の
決
定
が
さ
れ
た
宮
城
県
の
新
月
ダ
ム
の
場
合
は
、
宮
城
県
及

び
気
仙
沼
市
が
昭
和
五
十
九
年
に
「
ダ
ム
周
辺
地
域
整
備
計
画
」
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
ダ
ム
周
辺
地
域
整
備
計
画
は
生

活
再
建
計
画
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
新
月
ダ
ム
に
お
い
て
、
休
止
決
定
後
に
こ
の
計
画
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
を
宮
城
県

と
と
も
に
検
討
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
検
討
済
み
で
あ
れ
ば
そ
の
結
果
を
示
さ
れ
た
い
。
検
討
し
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
い

つ
検
討
す
る
か
。
住
民
の
意
向
を
ど
の
よ
う
に
く
み
上
げ
る
か
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


